
 

 

歩いて楽しい東大路をつくる会（仮称）会則（案） 

 

（設置） 

第１条 本会は，「歩くまち・京都」憲章（平成２２年１月２３日制定）の理念に基

づき，多くの市民・観光客が訪れる東大路通において，「環境」，「景観」，「地域コ

ミュニティ」，「観光振興」等の観点から，安心・安全で快適な歩行

空間を創出し，「人」が主役の「歩いて楽しい」東大路通を実現するため， 

地域の組織や行政等関係機関が協働して具体的な方策を検討・実行することを目的

として設置する。 

（組織） 

第２条 本会は，別表に掲げる委員を持って組織する。 

（座長） 

第３条 座長は，学識経験のある者，京都の交通まちづくりについて高い見識を持つ

者等の中から選出し，会議において承認する。 

２ 座長の任期は１年とし，再任を妨げない。 

（会議の開催） 

第４条 会議は，必要に応じて座長が召集するものとする。 

２ 座長は，必要があると認めるときは，委員以外の専門知識を有する者を会議に出

席させ，その意見又は説明を求めることができる。 

（会議の公開） 

第５条 会議は，公開で行うものとする。ただし，座長が必要と認める場合は，非公

開とすることができる。 

（幹事会） 

第６条 座長は，会議に付議する事案の調整を行うため必要があると認めるときは，

本会に幹事会を置くことができる。 

（部会） 

第７条 座長は，東山区民の幅広い意見を聴取するため必要があると認めるときは，

本会に部会を置くことができる。 

（事務局） 

第８条 本会の事務局は，京都市都市計画局歩くまち京都推進室及び東山区役所まち

づくり推進課内に置くものとする。 

（その他） 

第９条 この会則に定めるもののほか，本会の運営に関し必要な事項は，座長が定め

る。 

   付  則 

（施行期日） 

１ この会則は，平成２２年７月 日から施行する。 




